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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策　

介
護
・
障
が
い
・

医
療
慰
労
金
未
受
給
者
支
援

交
付
金
制
度

令
和
２
年
度
に
栃
木
県
が
実

施
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
緊
急
包
括
支
援
事
業
に

よ
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
・

施
設
、
障
が
い
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
所
・
施
設
、
医
療
機
関
等

従
事
者
慰
労
金
の
支
給
に
お
い

て
、
対
象
者
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
何
ら
か
の
理
由
で
慰

労
金
を
受
給
し
て
い
な
い
方
を

対
象
に
支
援
金
を
交
付
し
ま
す
。

　
事
前
に
申
請
手
続
き
が
必
要

で
す
。詳
し
く
は
問
合
先
ま
で
。

対
象
者　
市
内
の
事
業
所
に
令

和
２
年
２
月
11
日
か
ら
６
月
30

日
ま
で
の
間
に
10
日
以
上
勤
務

し
、
利
用
者
と
接
す
る
業
務
に

従
事
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
何

ら
か
の
理
由
に
よ
り
慰
労
金
を

受
給
し
て
い
な
い
方

申
請
期
限　
令
和
４
年
３
月
10

日
（
木
）
ま
で
に
問
合
先
へ

※
申
請
は
お
早
め
に
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

問
地
域
包
括
ケ
ア
推
進
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
４
４

国
民
年
金
保
険
料
は
納
付
期

限
ま
で
に
納
め
ま
し
ょ
う

令
和
３
年
度
の
国
民
年

金
保
険
料
は
、
月
額
１
６
，

６
１
０
円
で
す
。
保
険
料
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
送
ら
れ
る

納
付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
・

郵
便
局
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
で
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
利

用
し
て
の
納
付
、
便
利
で
お
得

な
口
座
振
替
も
あ
り
ま
す
。

毎
月
の
保
険
料
の
納
付
期

限
は
、
翌
月
の
末
日
で
す
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
将
来
の
「
老
齢
基

礎
年
金
」
や
、
障
が
い
・
死
亡

と
い
っ
た
不
測
の
事
態
が
生
じ

た
と
き
の
「
障
害
基
礎
年
金
」・

「
遺
族
基
礎
年
金
」
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
納
付
期
限

ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

所
得
が
少
な
い
な
ど
の
経

済
的
な
理
由
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
困
難
な
場
合
は
、
保
険

料
が
免
除
・
猶
予
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

に
よ
り
収
入
が
減
少
し
た
場
合

に
保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶

予
さ
れ
る
臨
時
特
例
措
置
も
設

け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
年
金

事
務
所
、
保
険
年
金
課
（
市
役

所
本
庁
舎
２
階
）、
各
総
合
支

所
地
域
づ
く
り
推
進
課
へ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

問
納
付
方
法
、
免
除
申
請
に

つ
い
て
・
・
・

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　
　
　
　
☎

（22）
４
１
３
１

免
除
申
請
に
つ
い
て
・
・
・

保
険
年
金
課　
☎

（21）
２
１
３
４

不
動
産
期
間
公
売
の
お
知
ら
せ

　
市
税
の
滞
納
に
よ
り
差
し
押

さ
え
た
不
動
産
の
公
売
会
を
実

施
し
ま
す
。

公
売
方
法　
期
間
入
札

公
売
会
場　
栃
木
市
役
所　
本

庁
舎
（
万
町
）

入
札
期
間　
令
和
４
年
１
月
12

日
（
水
）
〜
18
日
（
火
）

開
札
日　
令
和
４
年
１
月
20
日

（
木
）

売
却
決
定
の
日
時　
令
和
４
年

２
月
10
日
（
木
）　
10
時

買
受
代
金
納
付
期
限　
令
和
４

年
２
月
10
日
（
木
）　
12
時

※
各
物
件
の
詳
細
な
情
報
や
入

札
書
等
の
様
式
・
提
出
方
法

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
参
照
）
を
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

※
農
地
の
公
売
へ
の
入
札
に
は

買
受
適
格
証
明
書
が
必
要
で

す
。
ご
希
望
の
方
は
11
月
中
に

農
業
委
員
会
に
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

問
収
税
課　

  

☎
（21）
２
２
８
３

年
末
の
交
通
安
全
運
動
実
施

　
「
マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
！
あ
な
た

が
主
役
で
す
」
を
ス
ロ
ー
ガ
ン

に
交
通
安
全
意
識
の
高
揚
を
図

り
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
で

住
み
よ
い
社
会
の
実
現
を
目
指

す
た
め
、
交
通
安
全
運
動
を
実

施
し
ま
す
。
12
月
は
慌
た
だ
し

い
時
節
柄
、
交
通
事
故
が
多
発

す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
普
段

以
上
に
交
通
安
全
へ
の
意
識
を

高
く
持
ち
、
交
通
事
故
防
止
へ

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時

12
月
11
日
（
土
）
〜
31

日
（
金
）
ま
で
の
21
日
間

問
交
通
防
犯
課
☎

（21）
２
１
５
１

「
三
な
い
運
動
」
を
ご
存
じ

で
す
か
？

　
「
三
な
い
運
動
」
と
は
贈
ら

な
い
・
求
め
な
い
・
受
け
取
ら

な
い
で
す
。
年
末
年
始
は
、
お

歳
暮
や
お
年
賀
な
ど
何
か
と
贈

り
物
を
す
る
機
会
の
多
い
シ
ー

ズ
ン
で
す
が
、
政
治
家
が
選
挙

区
内
の
人
に
お
金
や
物
を
贈
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
有
権
者
が

政
治
家
に
寄
附
や
贈
り
物
を
求

め
る
こ
と
も
、
公
職
選
挙
法
で

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
人
ひ
と
り
が
寄
附
禁
止
の

ル
ー
ル
を
守
っ
て
、
明
る
い
選

挙
を
実
現
し
ま
し
ょ
う
。
詳
し

く
は
総
務
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
５
３
１

野
焼
き
は
禁
止
で
す
！

自
宅
敷
地
内
を
含
む
野
外
で

の
焼
却
行
為（
野
焼
き
）は
一
部

行
為（
農
業
や
宗
教
上
で
や
む
を

え
な
い
も
の
な
ど
）を
除
き「
廃

棄
物
の
処
理
お
よ
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
」で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。
禁
止
行
為
で
な
く
と
も
周

辺
環
境
に
著
し
い
影
響
が
あ
る

場
合
は
や
め
て
い
た
だ
く
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ご
み
と

し
て
ご
み
集
積
所
に
出
せ
る
も

の
で
あ
れ
ば
、
分
別
し
て
適
切

に
出
す
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

問
環
境
課　

  

☎
（21）
２
４
２
２

平
川
土
地
区
画
整
理
事
業
地

内
の
未
登
記
権
利
の
申
告

　
平
川
土
地
区
画
整
理
事
業
の

事
業
計
画
決
定
を
10
月
29
日
に

公
告
し
ま
し
た
（
左
地
図
）。

事
業
区
域
内
に
未
登
記
の
借
地

権
等
が
あ
る
方
は
、
借
地
権
の

種
類
お
よ
び
内
容
等
を
書
面
で

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
時
期

11
月
22
日
（
月
）

〜
12
月
13
日
（
月
）

申
告
方
法　

所
定
の
申
告
書

（
問
合
先
に
あ
り
）
に
関
係
図

書
を
添
え
、
土
地
所
有
者
と
連

署
に
て
問
合
先
へ
申
告
。
詳
細

は
問
合
先
へ
。

問
市
街
地
整
備
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
７
７
５

12
月
４
日
（
土
）　

〜
10
日

（
金
）
は
人
権
週
間

12
月
10
日
は
「
人
権
デ
ー
」

　
「
人
権
デ
ー
」
と
は
、

１
９
４
８
年
12
月
10
日
「
世
界

人
権
宣
言
」
の
採
択
を
記
念
し

て
国
連
が
定
め
た
、
世
界
的
な

記
念
日
で
す
。
日
本
で
は
人
権

デ
ー
を
最
終
日
と
す
る
１
週

間
（
12
月
４
日
〜
10
日
）
を
人

権
週
間
と
し
、
人
権
尊
重
思
想

の
普
及
高
揚
の
た
め
の
啓
発
活

動
を
全
国
的
に
展
開
し
て
い
ま

す
。
本
市
で
も
、
街
頭
啓
発
や

特
設
相
談
、
講
演
会
な
ど
を
通

じ
、
人
権
尊
重
思
想
へ
の
理
解

を
よ
り
い
っ
そ
う
深
め
て
い
た

だ
け
る
よ
う
、
重
点
的
に
活
動

し
て
い
ま
す
。

「
人
権
特
設
相
談
」の
お
知
ら
せ

　
人
権
週
間
の
期
間
中
、
市
で

は
各
地
域
に
特
設
相
談
所
を
設

け
、
人
権
に
関
す
る
様
々
な
相

談
に
人
権
擁
護
委
員
が
対
応
い

た
し
ま
す
。
ご
予
約
は
不
要
で

す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

日
時
・
会
場

・12
月
８
日（
水
）10
時
〜
12
時
、

13
時
〜
15
時　
栃
木
市
厚
生
セ

ン
タ
ー
（
旭
町
）

・12
月
９
日（
木
）10
時
〜
12
時
、

13
時
〜
15
時　
栃
木
市
大
平
隣

保
館
（
大
平
町
新
）

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
６
１

令和４年栃木市二
は た ち

十歳の集
つど

い（成人式）
　今回から成人式の名称を変更し、「ニ十歳の集い」として開催します。必要な感
染防止対策を実施し、ニ十歳を迎える皆様の新たな門出を祝福・激励します。
　11月下旬にお届けする予定の案内通知を持ってご来場ください。
期日　令和４年１月９日（日）
対象　平成13年４月２日～平成14年４月１日に生まれた方
各地域の会場・時間・問合先
栃木会場（分散開催） 問 栃木公民館☎（24）０３５２
会場：とちぎ岩下の新生姜ホール（栃木文化会館／旭町）
1回目　時間：9時45分開場　10時30分開式　
　　　　栃木東中学校・栃木西中学校・栃木南中学校出身の方
2回目　時間：10時45分開場　11時30分開式　
　　　　皆川中学校・寺尾中学校・特別支援学校出身の方
3回目　時間：13時15分開場　14時開式　
　　　　東陽中学校・吹上中学校・國學院大學栃木中学校出身の方
　　　　　　　　　　　　　　　・國學院大學栃木短期大学在籍の方
大平会場 （分散開催） 問 大平公民館☎（43）５２３１
会場：大平文化会館（大平町蔵井）
1回目　時間：9時30分開場　  10時開式   大平中学校出身の方
2回目　時間：13時30分開場　14時開式　大平南中学校出身の方
藤岡会場 問 藤岡公民館☎（62）４３２１
会場：藤岡文化会館（藤岡町藤岡）時間：９時開場　10時開式
都賀会場 問 都賀公民館☎（27）５０５０
会場：都賀中学校（都賀町家中）　時間：９時開場　10時開式
西方会場 問 西方公民館☎（92）０３１６
会場：関東ホーチキにしかた体育館（西方総合文化体育館／西方町本郷）
時間：９時開場　10時開式
岩舟会場 問 岩舟公民館☎（55）２５００
会場：岩舟文化会館（岩舟町静）　時間：10時開場　11時開式
※市内中学校出身以外の方も参加できます。
※案内はがきが届かない場合は、参加を希望する会場の問合先にご連絡ください。
開催方法などが変更になることがあります。市ホームページでお知らせし
ますので、ご確認ください。


